
1 
 

一刻も早く汚染水海洋投棄を止めさせるために 
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―核抑止力と原発維持のために執行された住民犠牲と権力暴走― 
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初めに  

水俣メチル水銀公害で、メチル水銀をタンクに蓄えているからといって、海洋

投棄を行うでしょうか? 

他の有害物と違って、放射能汚染に際して、何故「食べて応援」、「風評被害払

拭」なのでしょうか? 

 

国際原子力機関 IAEA事務局長が「国際的な安全基準に合致する」と記者会見

しました（7／4）｡岸田内閣は「安全」のお墨付きをもらったとして、漁連等住

民との約束を反故にし、8月 24日に海洋投棄を開始しました。 

IAEA事務局長の会見内容の要点は次のようなものです。 

IAEA は、その総合評価に基づき、日本が実施する ALPS 処理水の放流に
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対する考え方や活動は、関連する国際安全基準と整合的であると結論付

けました。 さらに、IAEA は、東京電力が現在計画し評価しているよう

に、処理された水の海への制御された段階的な放出は、人々と環境への

放射線学的影響はごくわずかであると指摘しています。・・・・・ 

最後に強調しておきたいのは、福島第一原子力発電所に貯蔵されている

処理水の放出は、 日本政府の国別決定であり、この報告書はその方針を

推奨するものではなく、支持するものでもないということです。 

IAEAの基準は「安全」なのでしょうか？ 

 巨大な情報操作機構の発する「科学を装った住民への被曝強制」では無いでし

ょうか? その実態を見てみます｡ 

 

先ず、視点を「汚染水海洋投棄」を生み出している現状を見てみましょう｡ 

（1）福一原発事故に際し、政府は法律的規定に基づきずっと実施してきた「市

民の被曝防護基準」『一般市民は年間 1ｍSv』があるにも拘わらず（原子力の安

全に関わる国際条約、その他の国際条約では日本政府の報告に明記されている）

それを適用せず、長期に渡って『20ｍSv/年』を適用しました。原子炉のメルト

ダウンと共に日本の法治国家がメルトダウンしたのです。 

日本は主権有る平和・民主国家になり得ないのか?という疑問を残したままです｡ 

（2）憲法改悪/軍事力主義回帰/原発回帰 は 人間生存の安全保障・基本的人

権を破壊するものです。第 2次世界大戦後の世界人類の誓いに反するものです。

主権を放棄した哀れな傀儡国家を象徴するものです。 

 日本の戦後は平和憲法（1946 年 11 月 3 日公布、1947 年 5 月 3 日施行）を国

会で決めたのを基本として出発しましたが、サンフランシスコ平和条約（1951年

9月 8日調印、1952年 4月 28日発効）でアメリカの反共防波堤として、南西諸

島と北方領土を割愛する等の主権を放棄した屈辱条約であっただけでなく、条

約締結と同時にアメリカと交わした「日米安保条約」は当時の吉田首相が国民に

も国会にも知らせず、ただ一人で調印したという完全な「傀儡」を演じました。    

 まさに主権を放棄した傀儡政権という恥辱を世界に晒したものでした。この

体制を国民に押しつけるために吉田首相の「国民葬」が実施されました。 

 米支配下の傀儡にとって平和憲法は「目の上のたんこぶ」でした。主権放棄の

傀儡政権は 70年間にわたる準備期間を経て「戦後政治の総決算（明治憲法下の

富国強兵政策への復帰）」「戦争のできる美しい国」（安倍首相、勝共連合）を、

岸田政府が国際情勢を利用して実施しようとしているのです。自民党の憲法改

定草案を見ればその世界観が良く見て取れます｡ 

ちなみに昭和２2年 8月に中学 1年生用教科書として発行された文科省「新し

い憲法のはなし」には、新憲法は「日本国民が自分で作ったもので、日本国民ぜ
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んたいの意見で、自由に作られたものであります」と紹介している。 

その教科書の「戦争の放棄」の記述を紹介します。 
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辺野古米軍基地強行、トリチウム汚染水海洋投棄強行は同根なのです。 
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非核武装から離れて、核共有へ、さらに核武装（核抑止力保持）への意図がに

じみ出ているのです。 

 

（3）市民（主権者）は、国の約束事としての憲法・法律を、政府が守ることを

民主主義・国家主権の基礎として要求します。 

 

 

第 1 章 IAEA とは？国際原子力ロビーとは？ 

①国際原子力ロビーは国連や国際的な組織を基盤とする。科学、国家組

織、経済組織、社会機構等により総合的に核兵器と原発を維持するととも

に、人々に放射線被曝を受け入れさせる仕事をしています｡IAEAはその重

要な組織です｡ 

②IAEA は核抑止力態勢を維持し、原子力産業を普及・維持させるため

の番頭役です｡Ⅰ核兵器独占維持、Ⅱ 原発推進の機構なのです。 

③国際安全基準と称しますが、その基準は「健康維持」ではありません｡

「核産業が順調に運転できるための基準」です。 

④IAEA はチェルノブイリ事故後チェルノブイリ法で住民の基本的人権

を守り、被曝防護を「移住（避難）」という形で実現いたしました。IAEA

等はこの法律に危機感を露わにし、核産業維持の為に「住民を永久的に汚

染された地域に住み続けされる」ことを前提に、新しい防護枠を設定する

ことに決めました。福一原発事故では原子力ロビーの思惑通り、「高レベ

ル汚染地域に住民を住み続ける」という対応がなされました。 

⑤日本の事故後の健康状態、死亡率など住民の命に関わる事実は非常に

深刻です｡それが一切隠されてしまって「原発事故で命を落とした人は皆

無」という世界が作られました。私たちは真実を見るべきです。 

⑥その上でのトリチウム汚染水海洋投棄です｡ 

 

Ⅰ 国際原子力ロビー 

先ず国際原子力ロビーの機構をご紹介します｡ 
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放射線被曝防護を標榜する機関

は、国連科学委員会（UNSCEAR）、

国際放射線防護委員会（ICRP）

と国際原子力機関（IAEA）を基

軸とします。 

組織の基盤はそれぞれ違います

が、いずれも、核推進国・機関

から派遣された委員が核推進の

資金を受けて「被曝防止」の看

板を担ぐと言う点では共通です。 

「密猟者が猟場管理人と同一人

物」（べーバーストック、福島原発事故に関する「UNSCEAR 2013年報告書」に対

する批判的検証 科学 1175）の構造なのです。 

 UNSCEARは福島小児甲状腺がんの被曝線量を 50～100分の 1にも過小評価し

ていることが暴露されているのです（加藤聡子等 Cancers 2023, 15(18) 

4583; https://doi.org/10.3390/cancers15184583）。 

 科学の名において、放射線被曝影響の過小評価と隠蔽を図っています｡ 

ICRPは 2007年勧告 に於いて、原発事故の際には最大 100ミリシーベルトま

で可とする答申を行い、東電事故の 20ｍSv基準を導いた組織です。 

 放射線被曝を受け入れる思想作りと被害を許容する枠組み作りをして国際的

に「勧告」しています｡ 

 

Ⅱ IAEA とはどのような組織であろうか? 

（1） 核拡散防止条約（NPT）に於いて IAEAは、 

<1>核兵器の独占体制を維持し、         

<2>原発推進を世界的に推し進める番頭役なのです。 

核不拡散条約（NPT）は核兵器の独占と核抑止力による世界支配戦略を維持、

し核兵器禁止条約実効化を阻んでいる条約です。 

 NPTの条約内容は 

 

  ①核兵器の独占体制を維持し（核兵器不拡散）、その次に 

   ②原発の世界的推進（核の平和利用）を条約批准国全体の協力の下に推 

   進し（原発核の普及維持）、やっと 3番目に 

  ③核軍縮が出てくるものです。 

 IAEAは核抑止力維持の番頭役を果し、原発推進の大元締めなのです。 

NPTの条約構成は下記のとおり。 

https://doi.org/10.3390/cancers15184583
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第一条 ［核兵器国の不拡散義務 

第二条 ［非核兵器国の拡散回避義務］ 

第三条 ［転用防止のための保障措置］ 

第四条 ［原子力平和利用の権利］ 

第五条 ［非核兵器国への核爆発の平和的応用の利益の提供］ 

第六条 ［核軍縮交渉］ 

第七条 ［地域的非核化条約］ 

第八条 ［改正・再検討］ 

第九条 ［署名・批准・加入・効力発生・核兵器国の定義］  

第一〇条 ［脱退・有効期間］  

第十一条 ［正文］ 

条約としての重要度は①核兵器の独占、②原発の推進、③核軍縮、なのであり、

核軍縮はやっと 3番目に位置づけられているのです｡ 

 

（2） ICRPの基準とはどのようなものか? 

①ICRP の基準なるものは「健康を維持するための防護ライン」では無く

原子力発電所の安定的稼働を保障する基準です。 

②安全基準では無く「核産業営業維持」基準です｡その基準を「科学的」

の振りをして恰も健康に影響が無いように情報操作をするのが、ICRP は

じめとする原子力ロビー（原子力ムラ）なのです。 

③トリチウムは原発あるいは再処理施設で必然的に生じるものです。ト

リチウム除去技術が未熟である、あるいはコストが非常に掛かるために、

トリチウムを「海に捨ててはならない」とその危険を認識して対応すれば

原発は維持できなくなるのです｡ 

④IAEA の基準はその様な内容を持つものであり、事務局長の談話にある

ように「放射線学的影響はごくわずか」としていますが、これも原子力ロ

ビ－の連携した典型的な嘘です。実際のトリチウムの危険は後述する様

に、深刻なものなのです｡ 

（3） 事故以来の健康破壊、死亡者増加などは「聞きしに勝る」深刻な状況です｡

おそらく、「寝耳に水」の人も多かろうと思います。 

どうしてこの様な住民の健康や生死という人格権の基本問題を自公政府

や自治体は見て見ぬ振りをして「復興」を叫ぶのでしょうか? 

主権者が基本的人権を確保するための意思表示をキチンとすべきです｡

後述の事故後の健康被害を参照してください。 

（4） IAEA 基準はトリチウム水のみを対象にして議論されているものです。福

一の汚染タンクには確認されている核種が 64種であり、IAEAの設定とは
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根本的に異なります。それに議論の背景にある ICRPで掲げている防護三

原則なる「原子力産業第一主義（功利主義）」はまさに「住民の被曝許容」

を導き被曝を強制もので、健康基準の考えでは全くありません。 

（5） 原子力ムラが主張する「科学的に安全」と言う考察の根拠はトリチウムの

実態を無視したものです｡ ⅰ低線量の特殊危険、ⅱ有機トリチウム OBT、

ⅲ質量大、の危険を考慮すれば、結論は全く異なるものに帰結する（後述）

のです。 

（6） IAEA は実際の原発設置を推進する組織ですが、住民の被曝防護態勢につ

いても「コントロール」するものです。 

IAEA 主催の「チェルノブイリ事故後 10 年」の会議に於いて、「古典的

防護はもはやせず」、「永久的汚染地域に住民を住み続けさせる」という方

針を打ち出しました。この方針は ICRP2007年勧告として具体化され、日

本住民を「棄民」状態へと導いた防護指針です。従来の考え方「住民防護」

が反転されたのです。 

IAEA「チェルノブイリ事故後 10年」会議報告集には次のように記載され

ています。 

        （技術シンポジウムの結論と提言） 

通常、人々は日常生活の中でリスクを受け入れる準備ができて

いる。 彼らはそのような状況の中で専門家を信じており、当局

の正当性に疑問を投げかけていない 

（閉会の辞の基調講演 by Angele Merker） 

被曝を軽減してきた古典的放射線防護は複雑な社会的問題を解

決するためには不十分である。住民が永久的に汚染された地域

に住み続けることを前提に、心理学的な状況にも責任を持つ、新

しい枠組みを作り上げねばならない 

この IAEAが転換を図った「居住させ続ける」方針が ICRP2007年勧告で

具体化され、「事故が起きたら 100mSvまでオーケー」という基準が作ら

れ他。今まで形の上では「低線量で防護」するとされてきた方針が、「高

汚染地域に住み続けさせる」という「防護せず」へと 180度「防護方針」

が転換されることとなりました。 

 一方、この IAEA 会議のプレジデントはメルケル女史でしたが、彼女  

は上述した後、次のように発言しています。 

 原発の安全が保障できないのならば、原発は廃止すべきである。 

この言葉は、福島原発事故の後でドイツが『原発放棄』を決め、本年 4

月 15 日の『原発全廃』と続いたのでした 

IAEA はこの様に原発推進だけで無く被曝防護指針を「防護せず」に逆転させ
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ているのです。「平和」憲法を「戦争のできる美しい国」憲法に換えたようなも

のです。 

 この様な原子力ロビーの「基準に適ってる」、『安全である』はどのような意味

を有するか考察してください。 

 

第 2 章 福一原発事故の評価⇔情報操作の徹底 

①チェルノブイリは内部被曝を含めて汚染ゾーンを定め、規制と人道支援を徹

底した。5mSv 以上の汚染地域には住むことを禁止した。チェルノブイリ

方式に適用された「内部被曝が全体の 40％」を適用すれば、日本の 20ｍ

Sv は 33ｍSv の巨大値となる｡日本は恐ろしい基準を正当な手順をも踏ま

ず適用したのである。 

②日本では住民を「法律値」で保護してきた法体系がメルトダウンした｡ 

③チェルノブイリ方式で日本の汚染を区分すれば、「移住義務」地域は日本の

方が集中していてやや日本の方が面積が大きい。「移住権利」ゾーンは日

本の方が大きい｡ 

④日本の汚染区域内の「放射線管理区域」相当区域には 157万人が居住する。

チェルノブイリ法「移住義務地域」より少し広い。チェルノブイリで禁止

された居住区域に日本では 100 万人以上が居住し続け、生産を続けてい

る｡「食べて応援」「風評被害払拭」「100Bq/kg以下は安全」のかけ声と共

に、高汚染地での生産維持構造が夥しい健康被害と死亡者の異常増加を導

いた。 

⑤汚染地帯居住者、食べて応援する全国の消費者が、内部被曝で健康を損ねた｡

これらのデータは隠されており、住民は認知しない状態に置かれている｡ 

⑥魚介類の「過去最高の放射能汚染」値は今なお、年々更新を続ける｡ 

 

Ⅰ 汚染、 

チェルノブイリの汚染と福一事故の汚染を比較する｡ 

チェルノブイリでは事故当初短期的に高汚染の規制ゾーンを設定して防護

したが、地元の政治家、医師、専門家の熱意で「チェルノブイリ法」が事故

後 5年で設定された。 

その汚染ゾーンと国の対応は左表の通り｡ 
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チェルノブイリ法前文の一部を紹介する。 

チェルノブイリ激甚災害被災者に対する実効性ある福祉システムの構

築のために、あら

ゆる財源、膨大な

物資と先端科学を

総動員する必要が

ある。 

・・・ 

チェルノブイリ原

発事故により被災

した市民の憲法上

の権利の実現、お

よび被災者の生命

と健康保護のため、

放射性物質により

汚染されたゾーン

の区別とその判定手順、汚染地域での居住、就労の条件、被災者の社会

的保護の基本条項を記述した法律である。 

此処には基本的人権の実現を唱え、住民救済に全力を挙げると記述される｡日

本では「チェルノブイリ法まがい」の法律「子ども被災者支援法」が成立したが、

その適応基準と具体的防護策についての内容は無く内閣の具体化に委ねられた

が、安倍内閣によって文字通りの反故とされた。 

 チェルノブイリ法の汚染ゾーンの特長はセシウムの土地汚染から来る外部被

曝を 60％とし、外部被曝の 3分の 2に当たる線量（全体の 40％）を内部被曝と

設定し等価線量を定めたことである。 

 次の図は文科省の航空モニタリングの測定結果に基づいて、日本の等価線量

をチェルノブイリ方式で計算して、チェルノブイリの汚染マップと同倍率・同じ

色づけで比較したものである（矢ヶ﨑克馬作成）。 

 赤色地域は「居住禁止」区域であり、黄土色は「移住権利」区域である（チェ

ルノブイリのピンク色に相当する「監視強化地域」区分は日本には適用していな

い。 
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実に「移住ゾー

ン（居住禁止区域）」

は日本の方が集中

しており、面積も

やや日本が大きい。

黄土色の「移住権

利」ゾーンははっ

きり、日本の方が

広い。 

これが日本の汚染

の実態です｡ 

ちなみに日本の

20ｍSv の値は外

部被爆のみですので、チェルノブイリ方式で等価線量を明示すると 33mSv と巨

大な値で、日本の制限はやっと始るのである。 

関連した汚染区域に「放射線管理区域」がある。 

α線を含まない場合として 4 万 Bq/ｍ2の線量区分となる。区域内人口は 157 万

人である｡ 

 

 

チェルノブイリ法で居住を禁止

された「移住ゾーン」に日本では

100万人以上の住民が住み続け、食

物を生産し続け、消費者が「食べて

応援する」ことで生じる健康被害

が出てしまった（それはこの直ぐ

後で見ることができる）｡ 

（図は沢野伸浩氏等作成） 

放射線
管理区域
①外部放射線
３ヵ月で
実効線量が1.3mSv。
②空気中の放射性
物質濃度
３ヵ月で限度の10
分の1。
③外部被曝
アルファ線を出さ
ない場合は
4万Bq/m2。

区域内人口157万
人

チェ 居住禁止は
55.5万Bq/m2。

チェルノブイリ法の汚染区分（ 4カテゴリー）の最も厳しい区分
「年間等価線量」日本⇔「Cs137汚染」チェルノブイリ比較

等倍率ー等汚染区分表示 by矢ヶ﨑克馬

日本の方が
汚染は集中
している。

「移住権利
ゾーン」も
「移住義務
ゾーン」も
日本の方が
広い。
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 なお、「放射線管理区域」に相当する汚

染は 2022 年時点でも左図のように広範

囲な面積を占め、日々住民を被曝させ続

ける。空間線量では当初の 10 分の 1～

1000 分の 1 程度に減衰しているのに対

して、土壌汚染はせいぜい当初の 2分の

1 くらいにしか減衰していない｡此処に

いつまでも市民が放射線被曝被害を受

け続ける根拠がある。 

 この状況の下に「トリチウム汚染水」

の海洋投棄がなされる｡ 

汚染水の海洋投棄はそれ自体で議論できる様な単純なものでは無い｡その「安全」

という弁は、数百万人の健康被害が隠蔽されてきた上に積み重ねられる虚構な

のだ。 

 

 

海の汚染は現在なお、

深刻である｡ 

事故後 7年の 2017年

からの新聞報道を抜粋

したものであるが、 

魚介類の「過去最高

汚染」の記録が更新さ

れ続ける｡ 

今回のトリチウム海

洋投棄が海産物汚染に

反映される前に既に深

刻な海の状態がある。「やっと海産物の汚染が目立たなくなり始めた」時点で日

本国政府の名において汚染物が海洋投棄されるのである。 

福島県の定期検査などに出てくる魚介類の汚染数値は、今はいずれもほとんど

「ND」だ（決定的に検査数が少なすぎる）。しかし、新聞報道されているように魚の汚染

「過去最高」が更新され続けている。 
これは海洋生物の食物連鎖と、本質的にはデブリを洗った地下水が福島近海に漏

れっぱなしになっていることからきている。 
ストロンチウムは融点も高く、炉心に液体あるいは気体状態でいるヨウ素やセシウム

①炉心汚染水ダダ漏れ②食物連鎖は加速する
ーストロンチウム汚染、過去最高値の更新ー

電原発事故後6年以降の海産物の汚染に関する報道

①2017年7月13日 クロダイ （Sr：30Bq/kg）福島沖： (東電核種分析結果 ）
過去最高のストロンチウム90

②2019年2月31日 コモンカスベ（161Bq/kg）：（毎日新聞）
③ 2019年9月11日 クロソイ：（101.7Bq/kg）（東電核種分析結果）

（Sr:54 Bq/kg）
過去最高のストロンチウム90

④ 2021年2月22日 クロソイ（500 Bq/kg）：（時事通信）
過去最高セシウム137

⑤2022年1月27日 クロソイ （1400Bq/kg） 相馬市磯部沖 （毎日新聞 ）
過去最高セシウム137

⑥ 2023年2月7日 スズキ （85.5Bq/kg） いわき市沖合 （福島放送局）
⑦2023年４月 アイナメ（1200Bq/kg） 福島第一原発港湾内 （共同通信）
⑧2023年6月5日 クロソイ（18000Bq/kg）福島第一原発港湾内 (東電)

過去最高セシウム137
⑨2023年9月21日 玄蕎麦 （430Bq/kg) 福島テレビ
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とは異なる｡水素爆発では炉心中の液体と気体状態でいるヨウ素とセシウムは大量に

空中に放出される｡それに対してストロンチウムは炉心溶融のデブリ中に存在し、地下

水の流入で海に流される｡ストロンチウムは空中飛散はあまりせず、地下水に洗われて

流出するのが圧倒的である｡ 
ストロンチウムの汚染：「過去最高値」が当初続いているが、これこそ、地下水が「汚

染タンクに貯留される以外に、直接海に流され続けていることを示す証拠である。 
 汚染水はタンク中の汚染水を海洋投棄する以前から継続的に海洋に放出されっぱ

なしなのである。 
 福島県は調査範囲では「ND」としているがこの魚介類汚染については何の注意喚

起もしない。市場に上った魚介類には高度に汚染された魚が混じっている。市民はど

れが高汚染魚か分からない。汚染されていても「美味しい」と言って食べ、その結果は

誰も保障もしないし、防護もしてくれない。 
 

Ⅱ 防護法体系の瓦解 

福一原発事故に際し、政府は法律的規定に基づきずっと実施してきた「市民の被

曝防護基準」『一般市民は年間 1ｍSv』という制限があるのに適用せず、長期に

渡って 20ｍSvを適用した。 

原子炉のメルトダウンと共に日本の法治国家がメルトダウンしたのだ。 

 民主党菅内閣は、様々な分野で、特に被曝防護に於いて、「憲法」条項、市民

に対する放射線防護基準を明示している「炉規法」、労働安全衛生法、電離放射

線障害防止規則（電離則）、原子力災害の際の「原子力災害対策特措法」、「原子

力緊急事態宣言」等々の精神を生かさず、法に定められた規則等に従わず、無視

し、住民の基本的人権を破壊する方向で「原子力緊急事態宣言」を大権として行

使した。 

憲法や法律で市民を保護し権利を保障している事柄は、国あるいは地方自治体

に履行義務がある｡日本政府／福島県は義務を放棄し､逆に法律規定に反する諸

施策をしてきたのである｡ 

日本の加盟している「原子力の安全に関する条約」（国内法に優先する） 

（第 15条）放射線防護に対する日本からの報告（原子力規制委員会）では明瞭

に「一般公衆の線量限度は、 実効線量として，1 mSv/年」と明示する＜表 1＞

（2013）と記述する（2019 年報告では＜表 1＞には載らないが基本概念は不変

更）。 

下表に「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約」に対する日

本政府の報告書にある「一般公衆」に対する線量限度である｡ 
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通称「子ども被災者支援法」が成立したが、一切の適用条件、適応方針に具体

性が無く、安倍内閣によって反故にされたのが実情。 

この間、規定があるにも拘わらずその規定に従わなかった事例は以下のとおり。 

① 法律による住民の被曝防護基準１ミリシーベルト／年を放棄。 

２０ミリシーベルト(チェルノブイリ法のように内部被曝を考慮すると 33

ミリシーベルト)が適用され、今だに継続している｡ 

② 「２０ｍSv」は文科省の通知として発出。原子力災害対策会議のきちんとし

た会議での決定無し。国会にも諮っていない。 

③ 原子力災害対策現地本部から特措法違反の「立地町」排除を行った。事故対

策避難訓練にも決定的に反する対策内容/組織で現場処理をした。地方自治

法そのものを破壊する施策だった。 

④ 虚言による「心理学的対応」。山下俊一等の御用専門家を動員して、安定ヨ

ウ素剤不要論（東電職員、福島県立医科大学関係者には安定ヨウ素剤が即刻

適用された）や、「100 ミリシーベルト安全論」等々、被曝被害を軽視する

大キャンペーンが組織された。  

⑤ 被曝に対する政治責任の放棄。内部被曝防止の長期視点に立つ公的具体策

はなかった（特に高線量地域の住民に対して）。 

⑥ 法定義の無視。環境の放射能汚染の定義は「空気吸収線量」。しかし、政府

の現実適用は定義の６０％にしかならない酷いものだった。生活時間を仮

定した実際上の被ばく線量（屋外 8時間、屋内 16時間；屋内線量は屋外の

40％と仮定）を適用。線量認知方法でも虚偽を行ったのである。 

⑦ モニタリングポストの表示値は実際の約半分（約 150ヶ所平均：吉田邦博・

矢ヶ﨑等の測定）（測定器の指針の違法的調整の疑いあり）。測定という手段

による虚偽が実施された。 

⑧ 「放射能汚染廃棄物」基準、100Bq/kg 基準から実測定の具体的指針無しの

8000Bq/kgへの引き上げ。被曝から住民を守る人権保護の無視であった。 

⑨ 緊急スクリーニングの国際的基準（OIL４）も順守されなかった。被曝から
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住民を守る人権保護の無視を指摘せざるを得ない。 

⑩ 緊急時迅速放射能影響予測システム(SPEEDI)のデータ不開示。被曝から住

民を守る人権保護の無視であり、愚民視（基本的人権感覚の欠如）である。 

⑪ 避難者への差別 チェルノブイリでは市民の「自己決定権」という主権者そ

のものの民主的位置づけの土台に基づいて「移住権利」の汚染ゾーンが設定

され、自主避難者も強制的避難者も全く同等に処遇された。それに対し、日

本は明確に差別化している｡規制区域外避難者（自主避難者）と規制区域内

避難者を差別/分断している｡生活権/居住権等々に基本的人権の概念が無

く差別が激しく現れているのだ｡ 

⑫ 安定ヨウ素剤の不配布：被曝から住民を守る人権保護の無視、愚民視（基本

的人権感覚の欠如）。 

 

 

Ⅲ 健康被害 

福一原発事故と時間的相関のある健康被害事例を垣間見る 

（1） 子どもたちに現れた被害 

下記に示すグラフはいずれも政府あるいは公的機関の発表データである｡ 

無垢の子どもたちに現れた健康被害に心が痛む。 

 

医療的ケアー児 

厚労省データ｡ 

 

２年ごとにプロット

しているが、２０１２

年以降急増している｡ 

 

2018年では 2010年レ

ベルの 2 倍に達して

いる｡ 
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いじめ 

文科省 

 

左がいじめ件

数、右が率であ

る。 

特に小学生の

いじめ件数が

２０１２年か

ら増えている。 

15 年からは増

加率がさらに

高くなってい

る。 

2019年(令和 1年)にはいじめ率は 2010年以前レベルの 8倍に達している｡ 

 内部被曝の危険性の典型例として、血液の集中する大脳と心臓の機能障害が

『ウクライナ国家報告書』や『チェルノブイリ被曝の全貌』で多種多様な健康被

害と共に多数報告されている。またこれらの組織は新陳代謝が非常に少ない臓

器であり、損傷が蓄積する｡大脳の損傷といじめ等は大いに関連する。 

 

 

情緒障害（文

科省）、精神

障害・発達障

害（学生支援

機構）、発達

障害（厚労省） 

の記録であ

る｡ 

いずれも急

増する年度

は 2011年に 1

回あり、さら

に 2015 年頃

にもう 1回ある｡ 

いじめ 文科省2021年10月

情緒障害文科省

精神生涯・発達障害
学生支援機構

発達障害 厚労省
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福島県の特別支援学

童数のデータである。 

2011 年を期に全児童

数は急減少するので

あるが、特別支援学童

数は逆に著しい増加

を示す｡ 

 

子どもたちに現れた

深刻な影響は完全に

福島事故と時間相関

する｡ 

憂うべきは、福島県は

児童の給食に「地産地

消」を適用したのであ

る。 

 

 

村瀬等のデー

タであるが、 

新生児の複雑

心奇形（2011

年から）と停

留精巣（2012

年から）の先

天奇形の急激

な増加を示し

ている｡ 

分布も全国に

渡る (白地は

データ得られ

なかったとこ

ろ)。 

 

村瀬等（名古屋
市立大学）
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(2)福島県立医大の治療実績 

 

福島県立医大

病院の医療実

績である｡ 

いずれの悪性

腫瘍も非外傷

性頭蓋内出血

も 2010 年に比

して明瞭に増

加している。 

矢ヶ﨑が罹患

した「硬膜下血

腫」もこれが適

用される疾病

であろう。 

 

Ⅲ 死亡者異常増加 

―厚労省「人口動態調査」の可視化ー 

厚労省の「人口動態調査」のデータを可視化した。 

粗死亡率、年令調整死亡率、性別年令別死亡率を小柴信子と矢ヶ﨑克馬が分析

した｡びっくり仰天の深刻データが出現するが、全て厚労省のデータである｡ 

『原発事故で一人の死亡者も出ていない』という言葉で、悲惨な実態を表す

20011年以降の死亡率（死亡数）の異常増加が隠されている。 

残念ながら日本が「基本的人権の逆位相（資本主義的文明の最先端）」を独走

している姿がありありと見えるのである｡ 

どうか隠された事実をつぶさに受けとめて欲しい。 

 

粗死亡率の年次依存 

 下図の緑の直線は 2010年以前を最小自乗法で直線近似したものである。 

下端の黒は全国、中段の青色は福島県、赤色は南相馬市の粗死亡率である。いず

れも 2011年以降は 2010年以前の近似直線より死亡率が系統的に大きい｡即ち死

亡率の異常増加が認められる｡ 

2011年の急増に対し、2012年以降は一端は減少するが、2010年以前の死亡率

から予想される緑線より死亡率は大きいままである。全国の異常増加率は福島

県の約 4分の 1である｡なお、関東大震災や阪神神戸大震災の死亡増加は単年度

遠坂俊一氏提供
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のみである｡ 

 

南 相 馬

市は 7 万

人の人口

に対し 6

万人以上

が避難し

たが、市は

2011 年

「避難を

止め自宅

に帰還す

るように」

と呼びか

けた。 

しかし、

2012 年 3

月時点で 2.6 万人が避難中と報告されている｡ 多くの人の帰還後の 2015 年に

死亡率が急増している｡ 

 粗死亡率は年々の年齢構成も変化しているので、年齢構成を 1985年時点の構

成に固定して死亡率を比較したものが次に示す「年令調整死亡率」である｡ 

粗死亡率（全死亡数/全人口）
２０１１年以降死亡増加

⇔震災津波犠牲者（警視庁）：2万2千人

2022/10/2



21 
 

 

年令調整死亡率の年次依存は減少を示す｡ 

粗死亡率より明瞭に 2011年以降の死亡率の異常増加が目立つ。 

女子の方が異常死亡率が大きい。 

図中の下図は死亡率の男女比であるが、2011 年以降突然女子の死亡率の方が男

子のそれよりも大きい傾向を示す｡新しい死亡原因が加わり、女子の方が敏感に

作用することを示唆する。 

 BEIRⅦによる性別年齢別がん死亡リスクは、全年齢層に於いて女性は男性よ

り高い死亡リスクが報告されている｡ 

年令調整死亡率に現れている死亡率男女比(女/男)の 2011 年以降の異常増加

は、放射線リスとして理解できる振る舞いである｡ 

 

 

 

 

 

年齢調整死亡率（1985年基準）
死亡異常増加
疾病
（2011以降）
死亡総数、悪
性腫瘍、心疾
患除高血圧、
脳血管疾患、
老衰、喘息

(2014以降）
結核、（交通
事故）

（2017年以
降）肝疾患、
気管支炎肺気
腫、高血圧

男女比（女/男）

年齢調整死亡率
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左図は 

男女別年令

別死亡率で

ある。 

 年令層は 5

才毎にとら

れている｡ 

図は 25 才～

29 才の年令

層と 85 才～

89 才の年令

層の男女別

死亡率を示

す｡ 

特徴は 25 才

～29 才は男女ともに 2010 年以前の傾向に比べて死亡率が異常に小さくなって

いる、それに対し、85才～89才の年令層は 2010年以降死亡率が急増している｡ 

 

 

2010 年は熱波と寒

波の両将軍が襲い

かかった年である。

上図は熱波による

死亡者数、下図は寒

波による死亡者数。 

いずれも 60 才以上

のお年寄りの死亡

率が急増を示す｡ 

これが 2011 年以降

の原発事故と関わ

る死亡率異常増加

へと連続する｡ 

熱波・寒波により

2010年、多くのお年寄りが命を落とした。 

これがお年寄りの死亡率急騰が 2010年で始っている原因と推察される。 

 

性別年齢別死亡率

熱波・寒波
による
死亡者

2010年
85才以上

観測開始以
来（113
年）の熱波

35年ぶり
の寒波
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性別年令

別死亡率

をまとめ

た表であ

る。 

表は 2010

年以前の

死亡率年

次依存（基

準線）に対

して 2011

年以降の

各年での

死亡率の

増減を示

す｡死亡率が増加した場合は赤字の P、減少した場合を青字の N、変化していな

い場合を黒字の Z で示している。 

 死亡率が増加した年令層と減少した年令層が明瞭に区分される。 

黄色くハイライトした年令層が男女ともに死亡率が減少した年令層である。20

才～59才（男子は 20才～59才、50才～54才はほとんど変化無し。女子は 15才

～39才、ほとんど変化無しが 40才～59才）。死亡率異常減少及びほとんど変わ

らずの年令層は、体力旺盛な年令層である｡ 

反面死亡率が増加した年令は 0才～19才(女子は 1才～4才、10才～14才)と

60才以上(男子 75才～84才を除く) のお年寄りである。なお、2011年はほとん

ど全ての年令層に於いて死亡率は高い異常増加率を示す｡ 

 死亡率の異常増加を示すのは、成長期で細胞分裂が著しい若年層と免疫力が衰

えかけている、あるいは体力の脆いお年寄りの年令層である｡ 

年齢別年ごと（2010以前のトレンドに比し）死亡率低下or増加
P:増加、N：低下、Z：変わりなし，S：少々
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各年齢層毎

に 2011 年～

2019 年の個

別年度の死

亡数異常増

減を集計し

た結果、死亡

数異常減少

の合計は 56

万人、異常増

加は 63 万人

であった。 

ただし、見か

けの死亡率

異常増加は

7万人である｡ 

 この異常増減の地域的傾向を探ろうとしたが、残念ながら都道府県別の年令

別死亡率は得られていない。 

 原爆被爆者の「入市被爆者（早い入市及び遅い入市）」の過剰死亡率がマイナ

スであった（Preston:The Lancet356・July22, 2000）。即ち、入市被爆者たちが

長寿化の傾向を示しているのだ。しかしながら原爆投下 50年後以降のがん死亡

率が著しく増加した結果を示す（LSS14報（2012））。 

 この傾向を参考に考察すると、死亡率異常減少数 56万人も長期的に見れば被

曝の悪影響が出る可能性が大であることを示唆する｡ 

死亡率の異常増加及び減少を合わせれば 120 万人の異常死亡が長期視点とし

て予想される｡膨大な異常死亡数である。 

この数値は各年令層の中に長寿化者と短命化者の両者が混在することを考慮

すると、9年間の死亡異常増加の実態はさらに膨大なものとなる。 

 
 

第 3 章 トリチウムの危険性 

 トリチウムの危険性について、ICRP等はトリチウム水（HTO）は通常の水（H2O）

と同じ振る舞いをするという側面だけから、極めて危険性が薄いと論じている｡

しかし、それはトリチウム水の本当の危険を隠蔽する手段となっている。 

死亡の異常増加
見かけ７万人
内実６３万人

長寿化56万人も長期的
に見れば死亡者異常増
加群に編入される

56万＋63万人≒120万人
が異常増加群の可能性


